
行
政
計
画
の
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定
と
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頼
保
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－
ド
イ
ツ
の
B
プ
ラ
ン
契
約
の
有
効
性
－
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は
じ
め
に

　
わ
が
国
で
は
、
自
治
体
が
一
定
内
容
の
将
来
に
わ
た
っ
て
継

続
す
べ
き
施
策
を
決
定
し
、
私
人
が
そ
れ
を
信
頼
し
て
資
金
を

投
入
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
施
策
が
代
償
的
措
置
な
し
に
変
更
ま

た
は
廃
止
さ
れ
、
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
要

件
が
整
え
ぱ
、
信
義
衡
平
の
原
則
に
照
ら
し
て
、
そ
の
私
人
は
、

当
該
計
画
を
変
更
・
廃
止
し
た
自
治
体
に
対
し
て
損
害
賠
償
を

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
定
内
容
の
行

政
計
画
が
将
来
策
定
さ
れ
る
こ
と
を
私
人
が
何
ら
か
の
事
情
で

信
頼
し
て
投
資
を
し
た
と
二
ろ
、
そ
う
し
た
内
容
の
計
画
が
策

定
さ
れ
ず
、
私
人
に
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
そ
の
私
人
の

信
頼
は
保
護
さ
れ
る
か
。

　
こ
の
点
を
考
察
す
る
の
に
適
当
な
例
が
ド
イ
ツ
に
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
で
は
、
行
政
実
務
に
お
い
て
、
自
治
体
へ
の

企
業
誘
致
を
有
利
に
進
め
る
た
め
に
、
市
町
村
が
私
企
業
に
対

し
て
一
定
内
容
の
地
区
詳
細
計
画
（
黒
訂
…
長
省
－
竃
）
を
一

定
期
間
内
に
策
定
す
る
債
務
を
負
担
す
る
契
約
（
本
稿
で
は
、

「
B
プ
ラ
ン
契
約
」
と
称
す
る
）
が
多
数
締
結
さ
れ
て
お
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
し
た
契
約
の
有
効
性
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
市
町
村
が
一
定
内
容
の
地
区
詳
細
計
画
を
策
定

す
る
債
務
を
私
企
業
に
対
し
て
負
担
す
る
契
約
（
B
プ
ラ
ン
契

約
）
に
関
す
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
状
況
を
概
観
し
て
、

一
定
内
容
の
行
政
計
画
が
将
来
策
定
さ
れ
る
こ
と
を
私
人
が
何

鎚
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ら
か
の
事
情
で
信
頼
し
て
投
資
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
内

容
の
計
画
が
策
定
さ
れ
ず
、
私
人
に
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、

そ
の
私
人
の
信
頼
は
保
護
さ
れ
る
か
、
保
護
さ
れ
る
と
し
て
、

い
か
な
る
形
態
で
保
護
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と

す
る
。

二
　
B
プ
ラ
ン
契
約
の
類
型

　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
市
町
村
と
私
企
業
と
の
間
で
実
際
に
締

結
さ
れ
た
契
約
で
、
市
町
村
が
私
企
業
に
対
し
て
一
定
内
容
の

地
区
詳
細
計
画
を
一
定
期
間
内
に
策
定
す
る
債
務
を
負
担
す
る

契
約
（
B
プ
ラ
ン
契
約
）
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
1
公
共
施
設
整
備
費
用
契
約
（
勾
o
厨
①
ぎ
ω
冨
毫
胃
弐
轟
）

　
一
九
八
六
年
に
公
布
さ
れ
た
ド
イ
ツ
建
設
法
典
（
団
彗
①
q
①
・

詔
旨
ぎ
g
ぎ
o
胃
｝
呉
彗
鼻
昌
8
ブ
昌
o
q
く
o
昌
o
。
．
U
g
①
畠
訂
『

H
㊤
o
。
㊦
）
の
二
＝
二
条
以
下
、
特
に
一
二
七
条
以
下
の
規
定
に
よ

る
と
、
市
町
村
の
策
定
す
る
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
・
実
施
に

伴
う
一
定
の
種
類
の
公
共
施
設
の
整
備
費
用
に
関
し
て
は
、
市

町
村
は
、
必
要
な
費
用
の
九
〇
バ
ー
セ
ン
ト
ま
で
、
土
地
所
有

老
・
地
上
権
老
か
ら
、
決
定
（
思
守
轟
＆
易
9
①
ε
の
方
法

に
よ
り
負
担
金
（
「
地
区
施
設
整
備
負
担
金
」

（
宰
窒
巨
μ
g
…
①
q
争
①
葦
晶
）
）
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

定
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
が
土
地
所
有
者
等
か
ら

負
担
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
共
施
設
は
、
建
設
法
典

二
一
七
条
二
項
一
号
－
五
号
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
地
区
施
設

（
甲
ω
9
＝
g
昌
血
q
ω
彗
－
鍔
①
）
と
称
さ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
て
お

り
、
具
体
的
に
は
、
沿
道
で
の
建
設
が
可
能
と
さ
れ
る
道
路
、

歩
道
、
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ン
防
止
法
に
い
う
有
害
な
環
境
の
影
響

か
ら
建
築
地
区
を
保
全
す
る
た
め
の
施
設
等
が
挙
げ
ら
れ
て

（
3
）

い
る
。

　
こ
れ
ら
以
外
の
公
共
施
設
で
、
他
の
法
令
に
よ
っ
て
も
受
益

者
負
担
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
、
例
え
ぱ
学

校
・
病
院
・
駐
車
場
・
塵
芥
処
理
場
・
墓
地
な
ど
の
公
共
施
設

に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
を

除
い
て
、
そ
の
新
設
・
増
設
に
か
か
る
費
用
を
高
権
的
・
一
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
〕

的
に
徴
収
す
る
法
令
上
の
根
拠
を
欠
い
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、

地
区
詳
細
計
画
の
実
施
に
よ
り
新
た
に
必
要
と
な
る
公
共
施
設

の
う
ち
、
市
町
村
が
受
益
老
負
担
金
と
し
て
そ
の
整
備
費
用
を

100
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高
権
的
・
一
方
的
に
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
そ
の
費
用
の
全
部
ま
た
は
一
都
を
資
金
力
の
あ
る
建
設

会
杜
等
に
負
担
さ
せ
る
契
約
（
一
般
に
ド
イ
ツ
で
は
句
o
－
①
q
①
・

汀
o
g
g
き
斗
『
轟
と
称
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
「
公
共
施
設
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

備
費
用
契
約
」
と
翻
訳
す
る
）
を
締
結
す
る
場
合
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
公
共
施
設
整
備
費
用
契
約
に
お
い
て
、
市
町
村
は
、

そ
の
反
対
給
付
と
し
て
、
当
該
建
設
会
杜
等
に
対
し
て
、
将
来

へ
の
予
測
可
能
性
を
与
え
、
建
設
会
杜
等
の
行
な
う
莫
大
な
先

行
投
資
（
例
え
ぱ
、
土
地
取
得
）
を
無
駄
な
も
の
に
し
な
い
た

め
に
、
一
定
の
内
容
を
有
す
る
地
区
詳
細
計
画
を
一
定
期
間
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
策
定
す
る
債
務
を
負
担
す
る
場
合
が
あ
る
。

　
2
公
有
地
売
員
契
約
・
土
地
交
換
契
約
　
　
市
町
村
と
私
企

業
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
公
有
地
の
売
買
契
約
ま
た
は
公
有
地

と
私
企
業
の
所
有
す
る
私
有
地
と
の
交
換
契
約
に
お
い
て
、
市

町
村
が
私
企
業
に
対
し
て
、
売
買
契
約
・
交
換
契
約
の
目
的
物

で
あ
る
土
地
を
住
宅
地
と
し
て
将
来
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

こ
と
を
確
約
す
る
条
項
が
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　
本
契
約
に
お
い
て
も
、
市
町
村
は
、
私
企
業
に
対
し
て
、
前

述
し
た
公
共
施
設
整
備
費
用
契
約
と
同
様
に
、
一
定
内
容
の
地

区
詳
細
計
画
を
一
．
定
期
間
内
に
策
定
す
る
債
務
を
負
担
し
て

（
8
）

い
る
。

一
一
一
地
区
詳
細
計
画
の
概
要
と
策
定
手
続

　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
B
プ
ラ
ン
契
約
の
有
効
性
を
検
討
す
る
前

提
と
し
て
、
ド
イ
ツ
建
設
法
典
の
定
め
る
地
区
詳
細
計
画
の
概

要
お
よ
ぴ
そ
れ
に
対
す
る
規
制
、
特
に
そ
の
策
定
手
続
を
概
観

す
る
必
要
が
あ
る
。

　
1
概
要
　
　
地
区
詳
細
計
画
は
、
街
区
単
位
程
度
の
小
地
区

レ
ベ
ル
で
、
建
築
利
用
の
種
類
・
程
度
、
建
築
物
の
位
置
、
敷

地
の
最
小
規
模
等
非
常
に
詳
細
な
事
項
に
つ
い
て
（
同
法
九

条
）
法
的
拘
束
力
あ
る
指
定
を
す
る
（
同
法
八
条
一
項
）
計
画

で
あ
り
、
拘
束
的
建
設
基
本
計
画
（
く
q
巨
自
彗
g
q
｝
彗
一
①
岸
・

亘
彗
）
と
も
呼
ぱ
れ
、
土
地
利
用
計
画
（
ヨ
箒
－
8
昌
冨
冒
窃
・

旦
竃
）
（
準
備
的
建
設
基
本
計
画
（
く
o
｝
g
①
岸
8
宗
『
匝
嘗
－
9
け
・

旦
彗
）
）
と
と
も
に
建
設
基
本
計
画
の
一
つ
で
あ
る
（
同
法
一
条

二
項
）
。

　
建
設
基
本
計
画
は
、
国
土
計
画
お
よ
ぴ
州
計
画
の
目
的
に
適

合
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
同
法
一
条
四
項
）
。
ま
た
、
建
設
基

101
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本
計
画
は
、
秩
序
あ
る
都
市
計
画
上
の
発
展
お
よ
ぴ
公
共
の
福

祉
に
適
合
す
る
社
会
的
に
正
当
な
土
地
利
用
を
保
障
し
、
か
つ
、

人
間
ら
し
い
環
境
の
保
全
お
よ
ぴ
自
然
環
境
の
保
護
・
発
展
に

貢
献
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
一
条
五
項
一
文
）
。
同
時

に
、
建
設
基
本
計
画
の
策
定
に
際
し
て
は
、
特
に
、
健
全
な
住

宅
事
情
・
勤
労
事
情
に
関
す
る
一
般
的
要
求
お
よ
ぴ
居
住
老
・

勤
労
者
の
安
全
（
同
項
一
号
）
、
偏
っ
た
住
民
構
成
を
避
け
る
た

め
に
必
要
な
住
民
の
住
宅
需
要
、
広
範
な
住
民
階
層
の
財
産
形

成
お
よ
び
人
口
の
増
加
（
｝
婁
α
寿
g
冒
①
q
8
鼻
至
o
巨
昌
o
q
）

（
同
項
二
号
）
等
の
諸
点
を
考
慮
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
建
設
基
本
計
画
の
策
定
に
際
し
て
は
、
公
益
お
よ
び

私
益
を
相
互
に
適
切
に
衡
量
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
同
法
一

条
六
項
）
。

　
地
区
詳
細
計
画
を
含
め
た
建
設
基
本
計
函
は
、
市
町
村
が
そ

の
責
任
で
策
定
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
二
条
一
項
一

文
）
。
市
町
村
が
地
区
詳
細
計
画
を
策
定
す
る
に
際
し
て
遵
守

す
べ
き
手
続
と
し
て
、
ド
イ
ツ
建
設
法
典
は
、
極
め
て
詳
細
な

規
定
を
置
い
て
い
る
。

　
2
策
定
手
続
　
　
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ッ
建
設
法
典
の
定
め
る

地
区
詳
細
計
画
の
策
定
手
続
を
段
階
的
に
順
を
お
っ
て
概
観
す

る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
以
下
に
概
観
す
る
手
続
は
、
同
法
二

条
四
項
に
よ
る
と
、
地
区
詳
細
計
画
の
変
更
・
廃
止
に
つ
い
て

も
適
用
さ
れ
る
。

　
ω
必
要
性
の
審
査
　
　
同
法
一
条
三
項
に
よ
る
と
、
「
市
町

村
は
、
建
設
基
本
計
画
が
都
市
計
画
上
の
発
展
お
よ
ぴ
秩
序
に

と
っ
て
必
要
に
な
れ
ぱ
直
ち
に
、
必
要
な
限
り
に
お
い
て
、
策

定
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
て
い
る
。

　
地
区
詳
細
計
画
策
定
の
必
要
性
に
関
す
る
審
査
は
、
市
町
村

行
政
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
。
市
町
村
行
政
の
担
当
部
局
が
職
権

で
都
市
計
画
の
目
標
実
現
の
た
め
に
審
査
を
開
始
す
る
場
合
だ

け
で
な
く
、
市
町
村
議
会
の
管
轄
あ
る
委
員
会
や
市
町
村
議
会

自
身
の
要
請
に
基
づ
い
て
審
査
が
開
始
さ
れ
る
場
合
や
建
築
希

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

望
老
に
促
さ
れ
て
、
審
査
が
開
始
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

　
ω
策
定
決
定
お
よ
ぴ
公
告
　
　
同
法
二
条
一
項
二
文
は
、

「
建
設
基
本
計
画
を
策
定
す
る
旨
の
決
定
は
、
地
域
で
通
常
行

わ
れ
て
い
る
方
法
で
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
し
て

い
る
。
策
定
決
定
を
ど
の
時
点
で
行
な
う
か
は
、
広
範
に
市
町

　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

村
の
裁
量
に
属
す
る
。
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㈹
計
画
案
の
作
成
　
　
策
定
決
定
前
ま
た
は
後
に
、
市
町
村

行
政
に
よ
り
、
ま
た
は
市
町
村
の
委
任
に
基
づ
い
て
適
切
な
専

門
機
関
等
に
よ
り
、
地
区
詳
細
計
画
案
が
作
成
さ
れ
る
。
計
画

案
は
、
建
設
法
典
お
よ
ぴ
関
連
す
る
命
令
の
定
め
る
必
要
条
件

を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
通
常
、
計
画
案
作
成
の
段
階
で
、
す
で
に
州
計
画
（
同
法
一

条
四
項
）
や
一
定
の
公
益
主
体
（
弓
轟
①
q
實
窯
s
艘
g
胃

ω
色
嘗
o
目
①
）
（
同
法
四
条
）
、
隣
接
市
町
村
（
同
法
二
条
二
項
）
お

よ
び
利
害
関
係
人
（
同
法
三
条
）
と
の
事
前
調
整
が
要
求
さ

（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

れ
る
。

　
ω
先
行
住
民
参
加
手
続
（
く
o
轟
g
o
o
q
昌
窃
困
昇
o
q
撃
－

げ
g
①
旨
碧
鳥
望
胃
宣
牙
8
）
　
計
画
案
の
作
成
後
、
市
町
村

は
、
原
則
と
し
て
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
、
計
画
の
一
般
的
目

的
・
地
域
開
発
に
関
す
る
代
替
案
お
よ
ぴ
計
画
の
予
想
さ
れ
る

効
果
に
つ
い
て
、
住
民
に
公
告
し
、
意
見
表
明
（
＞
島
胃
昌
胴
）

お
よ
ぴ
検
討
（
宰
α
ユ
胃
昌
o
q
）
の
機
会
を
住
民
に
与
え
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
三
条
一
項
一
文
）
。
先
行
住
民
参
加
の

結
果
、
計
画
の
一
般
的
目
的
が
変
更
さ
れ
た
場
合
で
も
、
必
ず

し
も
本
手
続
を
繰
り
返
す
こ
と
を
要
し
な
い
（
同
項
三
文
）
。

　
⑤
公
益
主
体
の
関
与
　
　
次
に
述
べ
る
計
画
案
の
公
衆
へ
の

縦
覧
前
に
、
公
益
主
体
は
、
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
に
関
与
す

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
四
条
）
。
手
続
的
に
は
、
同
法
二

条
二
項
の
規
定
す
る
隣
接
市
町
村
の
地
区
詳
細
計
画
の
相
互
調

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
〕

整
も
こ
こ
で
行
わ
れ
る
。

　
同
法
四
条
に
よ
る
と
、
公
益
主
体
の
関
与
は
、
以
下
の
よ
う

に
な
さ
れ
る
。
公
益
主
体
で
あ
っ
て
、
地
区
詳
細
計
画
の
策
定

に
よ
り
影
響
を
受
け
る
官
公
署
（
雰
ま
a
雪
冒
α
卑
①
＝
8
）

は
、
一
定
期
間
内
に
市
町
村
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
官
公
署
は
、
自
ら
が
企
画
し
、
ま
た
は
既
に

導
入
し
た
計
画
そ
の
他
の
措
置
な
ら
び
に
当
該
地
区
の
都
市
計

画
上
の
発
展
お
よ
ぴ
秩
序
と
っ
て
重
要
な
そ
れ
ら
の
措
置
の
進

捗
状
況
（
N
9
畠
争
①
＞
げ
ま
o
巨
旨
①
q
）
に
つ
い
て
、
市
町
村
に
対

し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
官
公
署
が
期
間
内
に
意
見

を
述
べ
な
い
場
合
に
は
、
市
町
村
は
、
官
公
署
に
よ
り
代
表
さ

れ
る
べ
き
公
益
は
地
区
詳
細
計
画
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
も

の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
㈹
正
式
住
民
参
加
手
続
（
ま
昌
ま
g
窃
　
団
青
o
胃
g
σ
g
①
一
＝
・

四
冒
o
目
署
①
ユ
娑
『
g
）
　
市
町
村
は
、
計
画
案
を
計
画
説
明
書
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（
宰
辰
巨
①
昌
長
争
胃
げ
葦
）
ま
た
は
策
定
理
由
書
（
団
①
零
旨
－

○
冒
o
目
）
と
と
も
に
、
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
。
縦
覧
の
期
問
・
場
所
は
、
異
議
お
よ
ぴ
提
案
が
縦
覧

期
間
中
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
指
示
と
と
も
に
、
少

な
く
と
も
一
週
間
前
に
地
域
で
通
常
行
わ
れ
て
い
る
方
法
で
公

告
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
三
条
二
項
一
文
お
よ
び
二

文
）
。

　
期
問
内
に
提
起
さ
れ
た
異
議
お
よ
ぴ
提
案
は
審
査
さ
れ
、
そ

の
結
果
は
通
知
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
同
項
四
文
）
。

　
縦
覧
後
に
計
画
案
が
変
更
ま
た
は
補
完
さ
れ
る
場
合
は
、
変

更
・
補
完
に
よ
り
計
画
の
大
綱
が
影
響
を
受
け
な
い
と
き
、
ま

た
は
変
更
・
補
完
が
軽
徴
な
と
き
を
除
い
て
、
あ
ら
た
め
て
以

上
の
手
続
を
踏
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
同
条
三
項
）
。

　
ω
上
級
行
政
庁
へ
の
提
示
　
　
地
区
詳
細
計
画
は
、
建
設
法

典
一
一
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
上
級
行
政
庁
の
許
可
ま
た
は
上

級
行
政
庁
へ
の
届
出
を
要
す
る
。

　
正
式
住
民
参
加
手
続
の
段
階
で
提
起
さ
れ
た
異
議
・
提
案
で

考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
段
階
で
の
上
級
行

政
庁
へ
の
地
区
詳
細
計
画
の
提
示
に
際
し
て
、
市
町
村
の
意
見

を
添
付
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
三
条
二
項
六
文
）
。

　
㈹
許
可
決
定
等
　
　
許
可
を
要
す
る
地
区
詳
細
計
画
で
は
、

上
級
行
政
庁
は
、
原
則
と
し
て
三
月
以
内
に
、
（
附
款
付
）
許
可

ま
た
は
申
講
却
下
を
行
う
。
許
可
申
請
の
却
下
は
、
地
区
詳
細

計
画
が
規
定
に
従
っ
て
（
◎
『
ま
昌
o
q
鍔
①
目
篭
）
策
定
さ
れ
て
い

な
い
場
合
、
お
よ
ぴ
本
法
典
や
本
法
典
に
基
づ
い
て
発
布
さ
れ

た
法
規
定
そ
の
他
の
法
規
定
に
違
反
す
る
場
合
に
限
り
、
行
う

こ
と
が
で
き
る
（
同
法
一
一
条
二
項
、
六
条
二
項
お
よ
び
四

項
）
。

　
届
出
を
要
す
る
地
区
詳
細
計
画
で
は
、
上
級
行
政
庁
は
、
届

出
受
理
後
三
月
以
内
に
、
上
述
の
許
可
申
請
却
下
事
由
で
あ
る

法
規
定
違
反
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
届
出
を
要
す
る
地

区
詳
細
計
画
は
、
上
級
行
政
庁
が
受
理
後
三
月
以
内
に
法
規
定

違
反
を
主
張
し
な
い
場
合
、
ま
た
は
期
間
経
過
前
に
法
規
定
違

反
を
主
張
し
な
い
旨
を
宣
言
す
る
場
合
に
発
効
す
る
（
同
法
一

一
条
三
項
）
。

　
㈲
発
効
　
　
。
地
区
詳
細
計
画
は
、
許
可
の
授
与
ま
た
は
届
出

手
続
の
実
施
を
地
域
で
通
常
行
わ
れ
て
い
る
方
法
で
公
告
す
る

こ
と
に
よ
り
発
効
す
る
。
地
区
詳
細
計
画
は
、
策
定
理
由
を
付
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し
て
万
人
の
閲
覧
に
供
し
、
内
容
に
関
す
る
情
報
は
、
求
め
に

応
じ
て
提
供
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
公
告
に
お
い
て
は
、

地
区
詳
細
計
画
の
閲
覧
場
所
を
指
示
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
同
法
一
二
条
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
（
お
よ
び
変
更
・

廃
止
）
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
建
設
法
典
は
非
常
に
詳
細
な
手
続

的
な
規
制
を
定
め
て
い
る
。

　
　
　
四
　
B
プ
ラ
ン
契
約
の
有
効
性

　
こ
こ
で
は
、
市
町
村
が
私
企
業
に
対
し
て
一
定
内
容
の
地
区

詳
細
計
画
を
策
定
す
る
債
務
を
負
担
す
る
契
約
（
B
プ
ラ
ン
契

約
）
の
有
効
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
1
本
来
の
B
プ
ラ
ン
契
約
の
原
則
的
無
効
　
　
ド
イ
ツ
の
連

　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

邦
行
政
裁
判
所
お
よ
ぴ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
一
定
内
容
の
地

区
詳
細
計
画
を
一
定
期
聞
内
に
策
定
す
る
債
務
を
市
町
村
が
私

企
業
に
対
し
て
負
担
す
る
と
い
う
文
字
通
り
の
法
的
効
果
の
発

生
を
意
図
す
る
本
来
の
B
プ
ラ
ン
契
約
の
有
効
性
を
否
認
し
、

本
契
約
か
ら
私
企
業
は
、
一
定
内
容
の
地
区
詳
細
計
画
の
策
定

を
市
町
村
に
求
め
る
請
求
権
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

＾
1
5
）
＾
1
6
）

と
す
る
。

　
違
邦
行
政
裁
判
所
は
、
計
画
手
続
の
開
始
に
先
行
し
、
多
か

れ
少
な
か
れ
確
定
さ
れ
、
か
つ
、
受
益
者
に
よ
り
強
制
可
能
な

計
画
内
容
は
、
ほ
ぽ
必
然
的
に
計
画
手
続
に
お
け
る
必
要
な
衡

量
の
許
さ
れ
ざ
る
縮
減
（
9
罵
豊
昌
畠
σ
昌
尉
g
箒
く
①
寿
写
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
n
）

N
巨
目
o
q
o
胃
o
q
①
σ
g
g
①
目
≧
U
ミ
叫
胴
昌
歯
）
と
な
る
と
し
、
あ
る
い

は
B
プ
ラ
ン
契
約
は
、
公
益
と
私
益
の
適
切
な
比
較
衡
量
に
奉

仕
す
る
等
の
法
治
国
家
的
な
要
請
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
て
い

る
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
に
関
す
る
手
続
的
な
規
制
を
回
避
す

る
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
理
由
に
、
本
来
の
B
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ラ
ン
契
約
は
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
連
邦
通
常
裁
判

所
も
、
同
様
の
理
由
で
、
本
来
の
B
プ
ラ
ン
契
約
の
有
効
性
を

否
認
し
、
本
契
約
か
ら
私
企
業
は
、
一
定
内
容
の
地
区
詳
細
計

函
の
策
定
を
市
町
村
に
求
め
る
請
求
権
を
導
き
出
す
こ
と
は
で

　
　
　
（
m
）
＾
2
0
〕

き
な
い
と
す
る
。

　
ド
イ
ツ
の
行
政
法
学
界
の
通
説
も
、
本
来
の
B
プ
ラ
ン
契
約

　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

の
有
効
性
を
否
認
す
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
幾
つ
か
の
も
の
が

　
　
　
　
　
秀
）
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
学
説
が
支
持
す
る
も
の
は
、
市

町
村
と
私
企
業
と
の
問
の
契
約
に
よ
り
地
区
詳
細
計
画
の
内
容
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を
事
前
に
決
定
す
る
こ
と
が
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
手
続
に
関

す
る
ド
イ
ツ
建
設
法
典
の
規
制
と
矛
盾
す
る
と
い
う
論
拠
で

＾
刎
）

あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
は
、
一
定
内
容
の

地
区
詳
細
計
画
を
一
定
期
間
内
に
策
定
す
る
債
務
を
市
町
村
が

私
企
業
に
対
し
て
負
担
す
る
と
い
う
文
字
通
り
の
法
的
効
果
の

発
生
を
意
図
す
る
本
来
の
B
プ
ラ
ン
契
約
は
無
効
で
あ
る
と
解

　
　
（
脂
）

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
来
の
B
プ
ラ
ン
契
約
を
一
切
の
例
外

な
し
に
無
効
と
解
す
る
か
、
一
定
の
要
件
が
充
た
さ
れ
れ
ぱ
、

例
外
的
に
本
来
の
B
プ
ラ
ン
契
約
の
効
力
を
認
め
る
か
に
つ
い

て
は
争
い
が
あ
る
。

　
2
本
来
の
B
プ
ラ
ン
契
約
の
例
外
的
有
効
性
　
　
連
邦
行
政

裁
判
所
一
九
七
四
年
七
月
五
日
判
決
（
い
わ
ゆ
る
板
ガ
ラ
ス

＾
2
6
）

判
決
）
は
、
事
前
の
合
意
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
た
地
区
詳
細

計
画
の
効
力
が
争
わ
れ
た
事
案
で
、
地
区
詳
細
計
画
に
関
す
る

合
意
等
に
よ
る
自
己
拘
束
的
な
事
前
決
定
は
、
①
事
前
決
定
が
、

建
設
法
典
三
条
・
四
条
に
規
定
す
る
公
益
主
体
の
関
与
．
住
民

参
加
の
手
続
の
観
点
か
ら
も
実
質
的
に
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
、

②
事
前
決
定
に
際
し
て
、
計
画
法
上
の
管
轄
が
遵
守
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
③
事
前
決
定
の
内
容
が
異
議
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
と
い
う
三
要
件
を
充
足
す
る
場
合
に
限
り
、
衡
量
の
欠
損

（
＞
σ
冬
蒔
旨
①
目
巴
g
N
ま
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
法
で
あ
る
と

　
　
（
2
7
）

判
示
し
た
。

　
ド
イ
ツ
の
幾
つ
か
の
学
説
は
、
本
判
決
を
引
用
し
て
、
本
判

決
の
示
す
三
要
件
を
充
足
す
る
場
合
に
は
、
計
画
内
容
の
事
前

決
定
と
い
う
意
味
を
有
す
る
本
来
の
B
プ
ラ
ン
契
約
も
例
外
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
）

に
有
効
で
あ
り
得
る
と
説
い
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
一
九
八
一
年
五
月

　
　
　
（
2
9
〕

二
九
日
判
決
で
、
こ
う
し
た
解
釈
を
否
定
し
、
板
ガ
ラ
ス
判
決

の
示
す
三
要
件
を
充
足
す
る
合
意
か
ら
、
契
約
相
手
で
あ
る
私

企
業
は
、
一
定
内
容
の
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
を
市
町
村
に
対

し
て
求
め
る
請
求
権
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
う
し
た

合
意
は
法
的
に
は
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

　
3
損
害
賠
償
の
合
意
と
解
す
る
考
え
方
　
　
連
邦
通
常
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

所
は
、
一
九
七
九
年
一
一
月
二
二
日
判
決
で
、
市
町
村
・
建
設

会
杜
間
で
締
結
さ
れ
た
公
有
地
売
買
契
約
に
含
ま
れ
た
、
市
町

村
が
建
設
会
杜
に
対
し
て
一
定
内
容
の
地
区
詳
細
計
画
を
一
定

期
間
内
に
策
定
す
る
債
務
を
負
担
す
る
条
項
に
つ
い
て
、
次
の
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よ
う
な
判
断
を
下
し
て
い
る
。

　
「
内
容
的
に
詳
細
に
定
め
ら
れ
た
地
区
詳
細
計
画
を
一
定
期

間
内
に
策
定
す
る
と
い
う
市
町
村
の
契
約
上
の
確
約
は
無
効
で

あ
る
。
…
し
か
し
、
当
該
確
約
が
市
町
村
の
拘
束
力
の
な
い
意

図
の
表
明
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
と
い
う
確
認
は
、
必
ず
し
も
当

該
確
約
が
請
求
権
の
形
成
の
意
味
で
直
接
に
計
画
高
権
の
領
域

で
の
市
町
村
の
一
定
の
行
為
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
想
定

を
導
き
出
す
訳
で
は
な
い
。
…
原
告
た
る
建
設
会
杜
が
当
該
契

約
条
項
に
お
い
て
求
め
る
利
益
は
、
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
と

い
う
高
権
行
為
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
将

来
の
時
点
で
売
買
さ
れ
た
土
地
が
缶
宅
に
適
し
た
土
地
と
し
て

の
特
徴
を
有
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
う
し
た
原
告
の
求
め
る

利
益
は
、
私
法
上
の
合
意
、
つ
ま
り
合
意
さ
れ
た
地
区
詳
細
計

画
の
策
定
の
不
作
為
に
よ
り
買
い
主
た
る
建
設
会
杜
に
生
じ
た

財
産
損
害
の
調
整
に
よ
っ
て
も
充
足
さ
れ
得
る
」
。
「
計
画
高
権

へ
の
法
律
上
許
さ
れ
な
い
影
響
力
の
行
使
が
な
さ
れ
る
と
い
う

理
由
で
、
市
町
村
に
よ
る
こ
の
種
の
契
約
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受

が
許
さ
れ
な
い
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
か
に
、
連

邦
建
設
法
一
条
七
項
で
規
定
さ
れ
た
地
区
詳
細
計
画
に
よ
り
関

わ
ら
れ
る
公
益
の
衡
量
は
、
原
則
と
し
て
、
拘
束
の
な
い
包
括

的
な
衡
量
過
程
を
前
提
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
計
画
手
続
に

先
行
し
、
多
か
れ
少
な
か
れ
確
定
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
受
益
者

に
よ
り
強
制
可
能
な
計
画
内
容
は
、
ほ
ぽ
必
然
的
に
計
画
手
続

に
お
け
る
必
要
な
衡
量
の
許
さ
れ
ざ
る
縮
減
と
な
る
－
そ
れ
故

に
地
区
詳
細
計
画
の
無
効
を
生
ぜ
し
め
る
－
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
の
不
作
為
ま
た
は
契
約
当
事

者
の
観
念
と
相
違
し
た
計
画
内
容
の
策
定
の
場
合
に
、
市
町
村

が
損
害
賠
償
ま
た
は
費
用
暗
償
（
旨
ξ
彗
旨
潟
ω
胃
窒
s
）
の

責
任
を
負
う
と
す
る
私
法
上
の
合
意
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
う

し
た
影
響
を
与
え
な
い
。
こ
の
種
の
合
意
か
ら
生
ず
る
、
契
約

当
事
老
の
希
望
に
相
応
す
る
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
へ
の
『
間

接
強
制
』
は
、
一
定
の
計
画
行
為
を
す
る
と
い
う
公
法
上
の
確

約
の
効
果
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
た
問
接
強
制
は
、
遵
守
さ
れ
る
べ
き
拘
束
の
遵
守
を
法
的
に

は
妨
げ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
リ
ス
ク
引
受
の
非
許
容

性
は
…
場
合
に
よ
っ
て
は
生
ず
る
間
接
強
制
が
望
ま
し
く
な
い

と
い
う
考
慮
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
正
当

な
土
地
取
引
と
市
町
村
の
建
設
上
の
発
展
に
と
っ
て
不
可
欠
な
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土
地
所
有
老
の
私
的
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
を
促
進
す
る
た
め
に
、
地

区
詳
細
計
画
の
領
域
に
お
け
る
市
町
村
の
自
由
に
よ
っ
て
裏
切

ら
れ
た
相
手
方
の
信
頼
を
財
政
的
に
調
整
す
る
必
要
性
が
承
認

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
B
プ
ラ
ン
契
約
を
、

合
意
さ
れ
た
内
容
の
地
区
詳
細
計
画
が
策
定
さ
れ
な
か
っ
た
場

合
に
お
い
て
市
町
村
が
私
企
業
に
対
し
て
負
担
す
べ
き
損
害
暗

償
責
任
を
定
め
る
合
意
と
解
釈
し
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
有
効

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
1
）

で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

　
本
判
決
に
対
す
る
ド
イ
ツ
行
政
法
学
界
の
評
価
は
対
立
し
て

い
る
。
エ
プ
ぜ
ン
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
B
プ
ラ
ン
契
約
を

建
設
計
画
保
障
契
約
（
｝
婁
亘
彗
冒
o
q
ω
o
q
胃
嘗
箒
き
斗
s
①
目
）
と

し
て
把
握
し
て
い
る
と
と
ら
え
て
、
地
方
自
治
体
の
建
設
計
画

に
関
す
る
決
定
構
造
か
ら
み
て
、
建
設
計
画
保
障
契
約
は
、
本

来
の
B
プ
ラ
ン
契
約
と
同
様
の
効
果
・
影
響
を
発
生
さ
せ
、
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
貌
）

律
の
禁
止
の
潜
脱
（
ζ
昌
①
目
①
巨
長
）
に
当
た
る
と
非
難
す
る
が
、

こ
う
し
た
連
邦
通
常
裁
判
所
の
考
え
方
に
賛
成
す
る
学
説
も
複

　
　
　
　
＾
3
3
）

数
存
在
す
る
。

五
　
ま
と
め
に
代
え
て

　
本
稿
で
は
、
市
町
村
が
私
企
業
に
対
し
て
一
定
内
容
の
地
区

詳
細
計
画
を
策
定
す
る
債
務
を
負
担
す
る
契
約
（
B
プ
ラ
ン
契

約
）
の
有
効
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
．
学
説
を
概
観
し
て

き
た
。

　
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
は
、
文
字
通
り
の
法
的
効
果
の
発
生

を
意
図
す
る
本
来
の
B
プ
ラ
ン
契
約
を
無
効
で
あ
る
と
す
る
。

他
方
、
B
プ
ラ
ン
契
約
は
、
合
意
さ
れ
た
内
容
の
地
区
詳
細
計

画
が
策
定
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
市
町
村
が
私
企
業
に

対
し
て
負
担
す
べ
き
損
害
賠
償
責
任
を
定
め
る
合
意
（
契
約
に

よ
る
リ
ス
ク
引
受
）
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解

も
、
学
説
・
判
例
に
お
い
て
非
常
に
有
力
で
あ
る
。

　
わ
が
国
で
は
、
自
治
体
が
一
定
内
容
の
将
来
に
わ
た
っ
て
継

続
す
べ
き
施
策
を
決
定
し
、
私
人
が
そ
れ
を
信
頼
し
て
資
金
．

労
力
を
投
入
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
施
策
が
代
償
的
措
置
な
し
に

変
更
ま
た
は
廃
止
さ
れ
、
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

右
決
定
が
特
定
の
老
に
対
し
て
当
該
施
策
に
適
合
す
る
特
定
内

容
の
活
動
を
す
る
こ
と
を
促
す
個
別
的
・
具
体
的
な
勧
告
な
い
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し
勧
誘
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
私
人
の
活
動
が
相
当
長

期
に
わ
た
る
当
該
施
策
の
継
続
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
こ
れ

に
投
入
す
る
資
金
・
労
力
に
相
応
す
る
効
果
を
生
じ
う
る
性
質

の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
た
と
え
右
勧
告
な
い
し
勧
誘
に
基
づ

い
て
そ
の
私
人
と
当
該
自
治
体
と
の
間
に
右
施
策
の
維
持
を
内

容
と
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ

っ
て
も
、
信
義
衡
平
の
原
則
に
照
ら
し
て
、
そ
の
私
人
は
、
当

該
計
画
を
変
更
・
廃
止
し
た
自
治
体
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脳
〕

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
わ
が
国
に
お
け
る
行
政
計
画
に
対
す
る
信
頼
保
護
の
あ
り
方

お
よ
ぴ
上
記
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
・
学
説
の
状
況
を
総
合

し
て
み
る
と
、
私
人
が
、
計
画
策
定
権
限
を
有
す
る
自
治
体
と

の
契
約
ま
た
は
契
約
と
同
等
の
信
頼
を
私
人
に
形
成
す
る
行
政

活
動
（
例
え
ば
、
行
政
上
の
確
約
）
に
基
づ
い
て
、
一
定
内
容

の
行
政
計
画
が
将
来
策
定
さ
れ
る
こ
と
を
信
頼
し
て
投
資
を
し

た
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
内
容
の
計
画
が
策
定
さ
れ
ず
、
私
人
に

損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
私
人
の
信
頼
し
た
内
容
の
行
政
計

画
の
策
定
を
自
治
体
に
対
し
て
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

そ
の
私
人
の
信
頼
は
、
損
害
暗
償
の
形
で
保
護
さ
れ
る
余
地
が

あ
る
と
解
さ
れ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
か
な
る
場
合
に
損
害
賠

償
が
認
め
ら
れ
る
か
、
ど
の
よ
う
な
損
害
に
つ
い
て
暗
償
が
得

ら
れ
る
か
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）
　
参
照
、
最
高
裁
昭
和
五
六
隼
一
月
二
七
日
判
決
民
集
三
五

巻
一
号
三
五
頁
、
塩
野
宏
『
行
政
法
1
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
一

年
）（

2
）
　
B
プ
ラ
ン
契
約
に
関
し
て
は
、
大
橋
洋
一
「
行
政
契
約
の

比
較
法
的
考
察
－
建
設
法
領
域
を
中
心
と
し
て
－
」
法
制
研
究

　
五
八
巻
四
号
九
四
頁
以
下
（
一
九
九
二
年
）
が
参
考
に
な
る
。

（
3
）
　
建
設
法
典
＝
二
二
条
の
意
味
で
の
卑
8
…
9
冒
o
日
ω
彗
・

鼠
o
日
o
（
地
区
施
設
）
と
同
法
一
二
七
条
以
下
の
意
味
で
の
そ
れ

　
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
法
一
二
三
条
の
意
味
で
の
睾
－

8
巨
－
g
冒
窃
菖
－
鍔
o
に
は
、
建
設
地
域
（
｝
彗
需
巨
①
8
）
に

　
と
っ
て
有
益
な
す
ぺ
て
の
施
設
が
含
ま
れ
る
の
に
対
し
、
同
法

　
二
一
七
条
以
下
の
意
味
で
の
卑
8
；
g
冒
o
q
ω
彗
一
嵩
⑭
（
決
定

　
の
方
法
に
よ
り
負
担
金
を
敏
収
す
る
こ
と
の
で
き
る
地
区
施

設
）
は
、
本
文
で
も
述
ぺ
た
と
お
り
、
同
条
二
項
一
号
－
五
号

　
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例

　
え
ぱ
、
下
水
処
理
施
設
は
、
同
法
一
二
三
条
の
意
味
で
の
宰
－

8
…
g
冒
①
目
ω
彗
一
鍔
①
で
は
あ
る
が
、
二
一
七
条
以
下
の
意
味

　
で
の
向
冨
o
＝
庁
o
o
目
o
目
ω
閂
己
凹
o
q
①
で
は
な
い
。
く
①
目
－
■
　
∈
。

　
ω
け
9
烏
5
団
豊
8
g
戸
－
竈
〇
一
刃
ま
『
．
宣
仰
ω
』
8
［
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（
4
）
　
＜
o
目
－
1
勾
．
ω
冨
暮
鳥
『
一
冒
①
里
冒
匝
冒
o
目
宗
『
O
o
ヨ
9
己
①

　
○
胃
9
o
昌
勺
o
釘
o
斤
o
g
昌
く
o
ユ
轟
堕
＞
α
丙
H
s
（
畠
ミ
）
一
ω
．

　
蜆
宣
声
［
蜆
畠
］
．

（
5
）
＜
o
目
F
ω
匡
ぎ
易
＼
｝
昌
（
5
o
｝
胃
鼻
く
o
毫
筆
冒
o
q
ω
・

　
き
弐
き
篶
易
需
器
冨
穴
o
∋
∋
8
s
■
ω
．
＞
＝
デ
H
竃
9
吻
蟹

　
丙
o
冒
－
塞
一
ω
」
o
お
一
声
ρ
宍
o
o
冒
＜
o
；
邑
↓
冒
①
q
望
胃
｝
苧
－

　
冨
易
潟
8
貝
㎝
1
＞
口
p
－
8
H
二
蟹
カ
o
コ
「
9
ω
」
曽
ご
甲
－
1

　
穴
目
8
ぎ
＜
①
；
竺
ε
目
窃
く
g
守
～
8
鍔
o
需
s
穴
o
昌
目
雪
3
■

ω
1
＞
邑
．
し
竃
P
吻
9
宛
O
弓
“
ω
‘
8
ε
丙
．
O
訂
昌
ξ
8

　
穴
o
昌
昌
①
葦
彗
N
o
∋
く
①
；
蟹
－
ε
目
o
目
ω
く
胃
討
す
8
易
o
q
①
器
s
一
ド

　
＞
畠
．
L
竃
〇
二
g
内
」
自
『
1
お
一
ω
－
o
o
奏
1

（
6
）
＜
撃
…
聖
實
這
o
お
9
宍
o
昌
昌
①
目
冨
『
昌
ヨ
＜
①
『
・

ミ
凹
冒
冒
o
目
ω
き
ユ
苧
冨
易
o
q
①
8
け
N
し
．
＞
邑
’
岩
o
0
N
二
g
丙
庄
目
「

　
望
一
ω
』
s
一
幸
．
宍
冨
σ
9
｝
α
o
茅
ま
o
享
雪
－
－
o
訂
丙
8
津
岩
冨
・

　
○
す
⊆
＝
困
　
N
目
昌
　
く
①
毫
竺
2
目
o
目
ω
冨
o
葦
一
N
⊆
曇
窪
尉
斤
①
岸
　
昌
己

　
ミ
マ
斥
留
冒
キ
①
津
き
斗
冨
阻
ざ
－
胃
雲
目
o
口
目
潟
目
斥
昌
旨
自
o
目
竺
①
『

　
｝
彗
Σ
吾
5
目
＝
目
頃
N
弓
＞
o
ω
－
①
囚
＝
目
困
ま
『
吻
岬
邊
目
目
o
畠

く
考
＜
a
亭
ω
｝
昌
宗
ω
昌
α
宗
『
妄
邑
p
＜
①
；
＞
昌
＝
一
｝
〇
一

　
s
（
岩
o
0
H
）
一
ω
．
お
声
　
［
g
］
．

（
7
）
　
参
照
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
七
九
年
一
一
月
二
二
日
判

決
（
｝
O
匡
N
富
一
ω
．
崖
声
1
1
2
－
ミ
岩
o
。
ε
ω
・
o
。
豊
声
）
、
連
邦

行
政
裁
判
所
一
九
八
○
年
二
月
一
日
判
決
（
一
〕
く
雲
」
o
o
．
9
ω
．

竃
o
声
）

（
8
）
　
本
稿
で
B
プ
ラ
ン
契
約
の
類
型
と
し
て
挙
げ
た
公
共
施
設

整
備
費
用
契
約
で
あ
れ
、
公
有
地
売
買
契
約
・
土
地
交
換
契
約

　
で
あ
れ
、
市
町
村
の
負
担
す
る
債
務
の
う
ち
、
一
定
内
容
の
地

　
区
詳
細
計
画
を
策
定
す
る
債
務
は
市
町
村
に
専
属
す
る
計
画
策

定
権
限
に
関
す
る
債
務
で
あ
っ
て
、
市
町
村
に
し
か
実
現
で
き

　
な
い
も
の
（
参
照
、
ド
イ
ツ
建
設
法
典
二
条
一
項
）
で
あ
り
、

公
法
上
の
契
約
条
項
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
私
企

業
の
負
担
す
る
債
務
は
金
銭
給
付
贋
務
な
い
し
土
地
譲
渡
債
務

　
で
あ
っ
て
、
公
権
力
主
体
で
な
く
と
も
誰
で
も
履
行
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
債
務
で
あ
り
、
私
法
上
の
契
約
条
項
で
あ
る
。
し
た

　
が
っ
て
、
本
稿
で
B
プ
ラ
ン
契
約
の
類
型
と
し
て
挙
げ
た
公
共

施
設
整
備
費
用
契
約
も
公
有
地
売
買
契
約
も
い
わ
ゆ
る
公
私
混

合
契
約
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
公
私
混
合

契
約
に
つ
い
て
、
そ
の
法
的
性
質
、
特
に
公
私
混
合
契
約
に
関

す
る
紛
争
に
つ
き
行
政
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
、

見
解
の
対
立
が
あ
る
。

　
　
ド
イ
ツ
連
邦
行
政
裁
判
所
（
参
照
、
一
九
八
○
年
二
月
一
日

判
決
（
O
＜
雪
。
崔
O
．
P
O
O
．
①
O
。
①
萬
、
）
）
は
、
た
と
え
公
私
混
合
契

約
と
い
う
性
質
を
有
す
る
と
し
て
も
、
B
プ
ラ
ン
契
約
に
関
す

　
る
紛
争
は
公
法
上
の
紛
争
で
あ
り
、
行
政
裁
判
所
が
管
轄
を
有

　
す
る
と
す
る
。

　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
七
九
年
一
一
月
二

　
二
日
判
決
（
｝
o
＝
N
鼻
ω
■
崖
津
■
H
z
－
ミ
H
㊤
o
。
ε
ω
．
o
。
塞
声
）
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は
、
公
有
地
売
買
契
約
の
中
で
市
町
村
が
私
企
業
に
対
し
て
一

　
定
内
容
の
地
区
詳
細
計
画
の
一
定
期
間
内
で
の
策
定
の
債
務
を

　
負
担
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
本
債
務
が
公
法
上
の
も
の
で
あ
る

　
こ
と
を
肯
定
し
な
が
ら
、
「
本
件
に
お
け
る
市
町
村
の
確
約
〔
一

　
定
内
容
の
地
区
詳
細
計
画
を
一
定
期
間
内
に
策
定
す
る
と
い
う

　
契
約
上
の
確
約
一
訳
考
注
〕
は
、
私
法
上
の
売
買
契
約
と
不
可

　
分
で
あ
る
と
し
て
、
包
括
的
に
私
法
上
の
合
意
に
含
ま
れ
る
」

　
と
判
示
し
て
、
通
常
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
と
し
て
い
る
。

（
9
）
＜
胴
一
．
ミ
ー
向
∋
芝
事
．
S
寿
頸
；
＼
奉
．
雲
①
一
雪
ぼ
曇

　
｝
豊
o
目
鶉
①
s
巨
g
穴
o
昌
彗
①
暮
胃
し
竃
㊤
二
N
丙
ま
「
N
0
一
ω
」

　
－（

1
0
）
　
＜
o
q
－
．
｝
昌
①
9
①
需
S
巨
9
穴
o
目
；
9
S
■
吻
N
内
ま
「
曽
一

　
ω
1
㎝
．

（
u
）
　
＜
血
目
F
｝
印
＝
胴
易
o
旨
げ
目
o
す
穴
o
昌
昌
①
巨
胃
一
吻
N
丙
α
コ
『
．
竃
一

　
ω
．
o
．

（
1
2
）
　
く
寧
｝
彗
o
q
8
9
N
巨
9
穴
o
胃
昌
o
鼻
彗
二
N
カ
ま
■
豊
一

　
ω
一
べ
．

（
1
3
）
　
参
照
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
七
三
年
七
月
六
日
判
決

　
（
｝
＜
①
毫
O
向
S
一
ω
1
ω
曽
弐
－
1
－
Z
－
ミ
H
彗
ω
㌧
O
o
畠
声
）
、
一
九

　
八
O
年
二
月
一
日
判
決
（
U
く
雲
・
H
竃
P
o
o
・
富
o
萬
・
）
、
一
九
八

　
一
年
五
月
二
九
日
判
決
（
U
O
＜
岩
o
。
戸
ω
』
富
－
）

（
1
4
）
　
参
照
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
七
八
年
六
月
八
日
判
決

　
（
｝
o
雪
N
　
昌
一
ω
1
ω
o
o
①
声
H
z
－
ミ
　
ー
o
↓
o
〇
一
ω
－
畠
s
曽
．

　
［
畠
8
］
）
、
一
九
七
九
年
一
一
月
二
二
日
判
決
（
困
o
自
N
鼻
ω
・

　
崖
甲
1
－
Z
－
幸
H
竃
P
ω
』
豊
声
）

（
1
5
）
　
連
邦
最
高
裁
以
外
の
判
決
に
お
い
て
も
、
文
字
通
り
の
法

　
的
効
果
の
発
生
を
意
図
す
る
本
釆
の
B
プ
ラ
ン
契
約
の
有
効
性

　
は
否
認
さ
れ
て
い
る
。
＜
困
F
｝
ξ
O
σ
－
P
O
耳
く
o
昌
o
、
ω
、

　
畠
ぎ
（
｝
凹
く
く
｝
－
．
H
㊤
べ
9
ω
．
彗
o
o
い
）
一
〇
＜
o
－
彗
①
σ
目
『
o
目
一
⊂
斗
‘

　
く
O
昌
匿
．
O
O
．
畠
ぎ
（
U
く
里
」
㊤
富
一
ω
」
富
－
）
‘

（
1
6
）
　
一
定
内
容
の
土
地
利
用
計
画
（
ヨ
箒
＝
8
昌
S
冒
o
目
ω
－

旦
彗
）
の
策
定
を
市
町
村
に
義
務
づ
け
る
契
約
も
無
効
で
あ
る

　
と
さ
れ
て
い
る
。
く
o
目
F
o
■
o
竃
饒
目
o
7
①
貝
q
斗
■
く
o
昌
墨
・
ト

　
H
竃
o
（
■
嵩
＜
里
」
㊤
o
o
〇
一
ω
．
蜆
冒
声
）

（
1
7
）
参
照
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
七
七
年
三
月
二
日
判
決

　
（
O
＜
里
1
－
㊤
ミ
一
ω
．
S
o
津
－
［
3
o
］
1
－
2
－
奉
岩
ミ
ら
ー
H
貨
㊤
－

　
［
H
竃
O
］
）

（
1
8
）
参
照
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
八
○
年
二
月
一
日
判
決

　
（
o
＜
里
」
o
o
。
〇
一
ω
、
竃
①
声
）
。
本
判
決
は
、
以
下
の
よ
う
に
判

示
す
る
。
「
地
区
詳
細
計
画
の
発
布
（
お
よ
ぴ
変
更
）
に
関
す
る

決
定
は
、
広
範
に
市
町
村
の
計
画
形
成
の
自
由
に
服
す
る
地
区

詳
細
計
画
を
適
切
な
利
益
衡
量
と
十
分
に
見
通
せ
る
手
続
経
過

　
（
巨
昌
9
o
ブ
①
目
o
o
胃
o
訂
o
す
印
〇
一
〕
胃
o
＜
雪
武
巨
①
易
①
q
凹
目
o
q
）
と
い

う
（
最
低
限
の
）
法
治
国
家
的
な
要
請
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
を

保
障
す
る
た
め
に
、
連
邦
建
設
法
〔
建
設
法
典
の
旧
法
一
訳
老

注
〕
に
よ
り
、
多
数
の
安
全
確
保
措
置
（
ω
ざ
訂
；
長
彗
）
を
備
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え
た
一
定
の
（
法
定
立
）
手
続
に
よ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い

　
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
規
制
を
多
か
れ
少
な
か
れ
必
然

的
に
回
避
す
る
地
区
詳
細
計
画
を
求
め
る
契
約
上
の
請
求
権
の

形
成
を
合
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
定
内
容
を
有
す
る
地

区
詳
細
計
画
の
発
布
に
関
す
る
合
意
の
連
邦
建
設
法
か
ら
生
ず

　
る
非
許
容
性
は
、
当
該
合
意
の
無
効
を
生
ぜ
し
め
る
L
。

（
1
9
）
参
照
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
七
八
年
六
月
八
日
判
決

　
（
｝
Ω
］
四
N
　
　
↓
ガ
　
　
ω
．
ω
o
o
①
焦
．
H
Z
－
幸
　
　
］
．
㊤
↓
o
o
1
　
ω
．
－
o
o
0
N
串
－

　
［
畠
8
］
）
、
一
九
七
九
年
二
月
二
二
日
判
決
（
φ
o
■
N
鼻
ω
・

　
宗
声
1
－
Z
－
幸
畠
O
o
P
ω
．
O
o
8
声
）

（
2
0
）
　
連
邦
最
高
裁
以
外
の
判
決
に
お
い
て
も
、
B
プ
ラ
ン
契
約

　
は
、
連
邦
建
設
法
〔
建
設
法
典
の
旧
法
〕
に
定
め
ら
れ
た
公
益

主
体
の
関
与
お
よ
ぴ
縦
覧
手
続
を
回
避
す
る
結
果
と
な
る
と
い

　
う
理
由
で
、
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
く
o
q
一
』
嵩
o
げ
ピ
9

　
0
ユ
ー
く
o
昌
o
－
ω
．
H
o
べ
①
（
｝
凹
く
＜
｝
F
H
㊤
べ
9
ω
－
ω
↓
o
o
“
）
一
〇
＜
Ω

　
－
箏
目
①
σ
目
『
①
膏
一
⊂
ユ
．
く
o
昌
違
．
o
o
．
－
㊤
べ
①
（
◎
く
｝
F
－
㊤
↓
o
〇
一
ω
’

H
富
－
）
．

（
2
1
）
＜
①
目
一
．
…
望
8
＼
｝
o
蟹
9
墨
O
’
吻
蟹
丙
ま
『
．
鼻
ω
．
9
ω
一

甲
竃
印
冒
8
≧
－
o
q
①
昌
9
篶
ω
＜
①
毫
邑
一
冒
①
目
胃
g
耳
①
．
＞
冒
～

　
－
竃
O
。
一
吻
崖
宛
ま
『
－
ω
9
ω
1
ω
ミ
一
宍
『
＆
9
＜
①
；
「
＞
篶
巨
S

　
（
H
竃
H
）
一
ω
－
蟹
ご
－
』
げ
ω
8
一
U
實
｝
嘗
亘
彗
冒
窃
o
目
胃
彗
・

　
巨
睾
①
斗
『
鍔
－
9
目
目
昌
鶉
峯
葦
9
く
胃
↓
冨
①
q
冒
訂
『
雲
邑
昌
皿
q

　
○
曾
O
①
昌
9
邑
①
σ
9
宗
『
｝
｝
冒
－
①
岸
旦
嘗
直
5
0
q
～
し
N
－
竃
9
ω
1

ミ
ご
｝
彗
需
詔
冨
巨
｝
宍
O
昌
自
昌
S
H
一
竃
丙
ま
『
．
ぎ
戸
ω
1

　
㎝
O
O
声
一
声
山
．
勺
葛
庁
『
一
Ω
；
目
箒
毫
①
｝
ω
き
ユ
轟
需
昌
岸

　
．
．
｝
彗
旦
嘗
冒
o
『
竃
享
＆
雪
．
．
「
｝
＜
胃
ミ
9
2
－
峯
－
竃
9
寄
ω
o
〇
一

　
旨
ω
岩
o
o
戸
ω
」
畠
1

（
2
2
）
　
ま
ず
、
建
設
法
典
二
条
三
項
「
建
設
基
本
計
画
の
策
定
を

　
求
め
る
請
求
権
は
存
し
な
い
」
に
反
す
る
が
故
に
、
B
プ
ラ
ン

契
約
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
＜
町
目
一
．
ω
匡
訂
鶉
＼

　
｝
o
目
斤
＼
■
o
o
目
－
胃
隼
一
與
顯
o
’
閉
蟹
丙
庄
弓
一
s
一
ω
一
昌
昌
一
し
か

　
し
、
こ
う
し
た
見
解
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
行
政
法
学
界
の
大
勢

　
は
批
判
的
で
あ
る
。
建
設
法
典
二
条
三
項
（
連
邦
建
設
法
二
条

　
七
項
）
の
規
定
は
、
市
町
村
が
自
己
の
締
結
し
た
契
約
に
基
づ

　
い
て
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
か
否
か
と
い

　
う
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
す
る
。
＜
o
q
一
．
冒
里
『
汗
z
o
昌
一
－

　
8
冨
冒
∋
o
目
ω
一
〕
①
害
管
尻
＝
目
α
α
弐
①
コ
；
o
す
－
5
o
幸
旨
〔
＝
胃
く
①
斗
『
凹
堕

　
z
－
峯
岩
ミ
一
ω
．
H
s
ご
宍
冨
一
〕
ω
一
＜
o
；
蚤
昌
F
s
（
H
竃
－
）
ら
．

　
串
一
竃
豊
篶
’
§
◎
二
吻
宣
丙
o
目
『
．
ω
9
ω
．
ω
畠
一
勺
與
旦
艘
一
旨
ω

　
畠
o
。
一
ω
．
g
H
．
次
に
、
地
区
詳
細
計
画
は
条
例
の
形
式
で
策
定

　
さ
れ
る
（
建
設
法
典
一
〇
条
）
二
と
に
着
目
し
て
、
規
範
定
立

　
（
2
o
昌
屋
g
豊
畠
）
は
契
約
に
よ
り
拘
束
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

　
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
＜
困
一
。
呂
睾
彗
言
o
轟
9
墨
o
■
一
岬

　
邊
刃
雪
■
雪
一
ω
』
8
－
こ
う
し
た
見
解
に
対
し
て
は
、
地
区

　
詳
細
計
画
の
策
定
が
立
法
で
は
な
く
て
、
執
行
権
の
行
使
で
あ

　
り
、
古
典
的
な
規
範
構
造
と
は
基
本
的
に
相
違
し
て
い
る
と
す
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る
批
判
が
あ
る
。
く
o
目
F
R
冨
σ
9
く
胃
妻
＞
篶
巨
s
（
畠
o
．
H
）
一
ω
。

　
g
｛
．

（
2
3
）
　
＜
胴
－
．
竃
嘗
8
■
窒
O
．
二
崖
丙
o
胃
．
ω
9
o
o
1
ω
畠
一
宍
鳥
σ
9

　
く
①
毫
＞
昌
7
S
（
畠
O
O
－
）
一
ω
1
呂
－
一
勺
胆
O
庁
■
－
∈
ω
岩
O
O
ガ
ω
1

　
蜆
o
H
一
ω
箒
寿
①
＝
吻
＼
｝
o
目
汗
＼
－
①
o
目
ブ
顯
『
o
戸
凹
印
O
‘
吻
蜆
杜
内
o
o
「
①
ド

　
ω
．
岩
昌
．

（
2
4
）
　
ド
イ
ッ
行
政
手
続
法
の
規
定
に
よ
る
と
、
強
行
法
規
定
に

　
違
反
す
る
違
法
な
行
政
契
約
が
す
べ
て
無
効
と
は
な
ら
な
い
。

参
照
、
石
井
昇
『
行
政
契
約
の
理
論
と
手
続
』
（
弘
文
掌
　
一
九

　
八
七
年
）
一
五
七
頁
以
下
。
し
た
が
っ
て
、
B
プ
ラ
ン
契
約
に

行
政
手
続
法
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
と
（
肯
定
説
宍
8
げ
9

＜
①
尋
＞
昌
チ
．
s
（
H
竃
－
）
一
ω
．
蜆
｛
一
昌
毫
害
＼
ω
o
轟
9
竃
◎
ー
二

蟹
勾
庄
目
「
　
畠
一
ω
．
g
ざ
ω
冨
寿
①
冨
＼
－
昌
（
－
8
ま
胃
津
一

　
與
四
〇
二
吻
σ
－
宛
匝
目
「
S
一
ω
」
o
＾
－
．
一
勺
凹
旦
①
『
」
冒
ω
－
o
o
o
ゲ
ω
．
蜆
o
H
．

否
定
説
里
『
ぎ
2
－
峯
畠
；
ω
．
ミ
竃
）
、
B
プ
ラ
ン
契
約
が
地

区
詳
細
計
画
の
策
定
手
続
に
関
す
る
ド
イ
ツ
建
設
法
典
の
規
制

と
矛
盾
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
B
プ
ラ
ン
契
約
の
無
効
を
結

論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
い
く
つ
か
の
学
説
は
、

建
設
法
典
の
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
手
続
に
関
す
る
規
定
を
B

G
B
＝
二
四
条
の
規
定
の
意
味
で
の
「
法
律
上
の
禁
止
」
と
理

解
し
て
、
B
プ
ラ
ン
契
約
は
「
法
律
上
の
禁
止
」
に
違
反
し
、

行
政
手
続
法
五
九
条
一
項
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

く
胴
F
穴
冨
σ
9
＜
Φ
；
＞
s
巨
s
（
－
湯
－
）
一
ω
．
蟹
－
一
勺
遣
－
8

旨
ω
H
竃
ポ
ω
．
蜆
旨
、
ま
た
、
B
プ
ラ
ン
契
約
を
無
効
と
す
る
論

拠
と
し
て
、
第
三
者
の
権
利
を
保
護
す
る
規
定
で
あ
る
連
邦
行

　
政
手
続
法
五
八
条
一
項
を
挙
げ
る
学
説
も
あ
る
。
＜
帽
一
・

　
勺
憎
庁
■
旨
O
O
岩
O
O
戸
ω
1
9
－
．

（
2
5
）
　
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
一
定
内
容
の
地
区
詳
細
計
画
を
一

定
期
間
内
に
策
定
す
る
債
務
を
市
町
村
が
私
企
業
に
対
し
て
負

担
す
る
と
い
う
文
字
通
り
の
法
的
効
果
の
発
生
を
意
図
す
る
本

来
の
B
プ
ラ
ン
契
約
の
有
効
性
を
否
定
す
る
が
、
B
プ
ラ
ン
契

約
の
当
事
者
た
る
私
人
に
は
、
計
画
主
体
た
る
市
町
村
に
対
し

　
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
（
昌
一
寝
ぎ
8
暮
轟
ま
邑
o
）
に
基

づ
く
信
頼
利
益
の
暗
償
請
求
権
が
生
じ
得
る
と
判
示
す
る
。
た

だ
し
、
市
町
村
は
、
い
か
な
る
地
区
詳
細
計
画
を
策
定
す
る
か

　
に
つ
い
て
計
画
裁
量
を
有
し
て
い
る
の
で
、
従
前
の
計
画
策
定

手
続
が
破
棄
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
市
町
村
の
責
任
を
肯

定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
い
て
市

町
村
の
責
任
を
肯
定
す
る
に
は
、
B
プ
ラ
ン
契
約
の
当
事
老
た

る
市
町
村
が
、
相
手
方
た
る
私
人
に
対
し
て
、
相
手
方
の
財
産

処
分
に
影
響
を
与
え
る
地
区
詳
細
計
画
の
状
況
に
関
し
て
誤
っ

，
た
情
報
を
提
供
し
、
ま
た
は
正
碓
な
情
報
を
提
供
し
な
か
っ
た

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
参
照
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九

七
八
年
六
月
八
日
判
決
（
｝
o
雪
N
　
戸
　
ω
。
ω
o
。
①
声
u
2
－
ミ

H
竃
O
。
一
ω
・
H
O
．
S
声
）
、
一
九
八
五
年
一
〇
月
三
日
判
決
（
O
＜
里
・

畠
o
．
9
ω
．
s
㊤
い
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
参
照
、
宍
■
七
・
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一橋論叢 第110巻第1号 平成5隼（1993年）7月号

　
o
o
巨
p
U
鶉
肉
8
巨
守
『
｝
彗
－
①
－
吾
－
彗
冒
o
目
－
竃
｛
為
蜆
一
z
－
幸

　
岩
O
0
9
ω
』
旨
声
［
O
O
H
O
O
］
1

（
2
6
）
　
｝
＜
o
；
O
向
含
一
ω
．
ω
8
声

（
2
7
）
＜
o
目
一
』
ξ
＜
O
声
G
ユ
ー
く
…
ω
9
ω
．
ε
お
（
雰
ミ
睾

H
畠
9
ω
』
竃
声
［
墨
9
）

（
湘
）
　
＜
O
目
－
．
O
．
】
〕
①
胴
①
｝
閏
『
F
＜
o
『
R
與
O
目
＝
o
ざ
①
｝
｝
目
O
⊆
目
胴
①
目
包
①
『

　
o
o
目
①
弐
o
①
－
目
く
g
雪
ゴ
冨
目
匝
①
『
｝
閏
邑
o
岸
旦
｝
≡
』
目
①
日
一
団
団
＜
＜
－

　
里
－
岩
お
一
ω
．
轟
o
葭
－
〔
曽
ω
甫
．
］
一
望
g
巨
貸
＞
α
丙
一
s
（
崖
N
↓
）
一

　
ω
．
雪
庁
ω
匡
ぎ
易
這
g
（
－
8
｝
彗
鼻
富
o
二
ω
．
望
丙
ま
『
．

　
竃
一
〇
0
1
旨
含
一
里
H
ぎ
Z
－
幸
岩
べ
一
ω
’
ミ
竃
－

　
　
例
え
ぱ
、
デ
ー
ゲ
ン
ハ
ル
ト
は
、
公
共
施
設
整
備
費
用
に
関

　
し
て
、
市
町
村
の
負
担
能
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
私
企
業
の
財

　
政
的
な
協
力
が
得
ら
れ
て
初
め
て
市
町
村
の
策
定
す
る
地
区
詳

　
細
計
画
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
計
画
策
定
の
か
な

　
り
早
い
段
階
に
お
い
て
私
企
業
の
財
政
的
協
力
の
約
東
を
取
り

　
付
け
る
こ
と
が
、
市
町
村
に
よ
る
地
区
詳
細
計
画
の
実
現
に
と

　
っ
て
合
目
的
的
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ

　
て
い
る
。

　
　
「
連
邦
建
設
法
の
規
定
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
手
続
保
障
の
回
避

　
は
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
法
二
条
五
項
〔
建
設
法

　
典
四
条
一
訳
老
注
〕
に
よ
る
公
益
主
体
の
関
与
に
関
し
て
い
え

　
ぱ
、
比
較
的
大
き
な
宅
地
開
発
計
画
は
、
市
町
村
と
建
設
主
体

　
の
側
で
拘
束
的
な
決
定
が
な
さ
れ
る
前
に
、
そ
の
実
行
可
能
性

に
つ
い
て
関
係
行
政
庁
と
常
に
協
議
さ
れ
て
い
る
。
計
画
に
よ

り
関
わ
ら
れ
る
公
益
の
衡
量
を
規
定
す
る
連
邦
建
設
法
二
条
五

項
の
規
範
目
的
は
、
そ
れ
に
よ
り
充
足
さ
れ
得
る
。
同
法
二
a

条
に
よ
り
必
要
な
住
民
参
加
を
保
障
す
る
た
め
に
、
一
定
の
地

区
詳
細
計
画
の
発
布
を
最
終
的
に
義
務
づ
け
る
前
に
、
同
法
二

a
条
二
項
〔
建
設
法
典
三
条
一
項
一
訳
老
注
〕
に
よ
る
聴
聞
な

ら
ぴ
に
同
法
二
a
条
六
項
〔
建
設
法
典
三
条
二
項
一
訳
老
注
〕

に
よ
る
縦
覧
お
よ
ぴ
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
犬
低
の
場
合
、
市
町
村
と
建
設
主
体
と

の
関
係
を
契
約
で
規
律
す
る
こ
と
の
利
益
は
、
同
法
二
a
条
六

項
に
よ
る
正
式
の
縦
覧
以
前
の
計
画
段
階
に
あ
る
。
こ
の
場
合

に
も
、
同
法
二
a
条
の
手
続
要
件
は
、
手
続
の
具
体
化
に
対
応

し
て
、
そ
の
強
度
に
よ
り
段
階
づ
け
ら
れ
る
拘
束
に
よ
り
考
慮

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ぱ
、
同
法
二
a
条
二
項
に
よ
る
先

行
住
民
参
加
手
続
の
実
施
後
に
公
共
施
設
整
備
費
用
契
約
が
締

結
さ
れ
る
場
合
、
つ
ま
り
本
質
的
な
計
画
構
想
は
明
確
に
な
っ

て
い
る
が
、
正
式
縦
覧
手
続
の
実
施
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
計

画
案
に
関
す
る
契
約
上
の
拘
東
は
、
縦
覧
手
続
に
お
い
て
提
起

さ
れ
る
異
議
と
提
案
に
基
づ
く
修
正
を
当
初
か
ら
留
保
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
同
法
二
a
条
二
項
に
よ
る
先
行
住
民
参
加
手

続
の
実
施
前
、
つ
ま
り
市
町
村
に
よ
り
初
め
て
計
画
構
想
が
原

則
的
に
承
認
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
段
階
で
の
契
約
上
の
拘
束
は
、

そ
れ
に
応
じ
て
よ
り
広
範
な
留
保
に
服
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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地
区
詳
細
計
画
の
手
続
に
お
け
る
市
町
村
の
拘
束
は
、
一
般
に

　
こ
の
種
の
留
保
に
服
さ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
計
画

　
の
具
体
化
の
過
程
で
、
し
ぱ
し
ぱ
、
当
初
の
構
想
の
修
正
を
求

　
め
る
新
た
な
計
画
上
の
観
点
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
－
－
契

　
約
ま
た
は
確
約
に
よ
り
地
区
詳
細
計
画
の
発
布
を
市
町
村
に
義

　
務
づ
け
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
前
述
の
要
件
の
下
で
可
能
で

　
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
疑
問
は
覆
す

　
こ
と
が
で
き
る
L
。

　
　
以
上
の
よ
う
に
、
デ
ー
ゲ
ン
ハ
ル
ト
は
、
法
定
さ
れ
て
い
る

　
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
手
続
の
う
ち
、
関
係
行
政
庁
に
よ
り
代

　
表
さ
れ
る
公
益
が
公
共
施
設
整
備
費
用
契
約
の
締
結
以
前
に
実

　
質
的
に
衡
量
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
先
行
住
民
参
加
手
続
や
正

　
式
住
民
参
加
手
続
に
お
い
て
提
起
さ
れ
る
異
議
・
提
案
に
基
づ

　
く
地
区
詳
細
計
画
の
修
正
を
留
保
し
て
い
れ
ぱ
、
本
来
の
意
味

　
で
の
B
プ
ラ
ン
契
約
の
有
効
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

　
主
張
し
て
い
る
。

（
2
9
）
　
U
O
く
H
竃
戸
ω
』
轟
－
＜
o
目
一
．
向
茅
8
こ
N
－
畠
9
ω
．
竃
声

（
3
0
）
　
｝
O
｝
N
べ
9
ω
．
畠
声
1
1
乞
－
幸
岩
o
o
ε
ω
．
o
0
N
①
声
く
o
日
－
一

宍
8
σ
9
く
①
；
一
＞
篶
戸
§
（
H
畠
－
）
一
〇
〇
』
o
．

（
3
1
）
　
さ
ら
に
、
本
文
で
紹
介
し
た
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
七
九

年
二
月
二
二
日
判
決
を
引
用
し
て
、
建
設
基
本
計
画
の
領
域

　
で
私
人
と
協
力
す
る
市
町
村
は
、
契
約
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
の

観
点
か
ら
、
合
意
さ
れ
た
計
画
が
市
町
村
の
責
任
で
失
敗
す
る

　
場
合
に
は
、
私
人
の
無
駄
に
な
っ
た
支
出
に
対
し
て
財
政
的
な

　
補
償
を
与
え
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
得
る
と
判
示
す
る
連
邦
通

　
常
裁
判
所
一
九
八
三
年
一
二
月
一
日
判
決
（
団
ξ
く
里
・
－
竃
♪

　
ω
．
N
o
。
卜
〔
）
が
あ
る
。
本
判
決
に
よ
る
と
、
契
約
に
よ
る
リ
ス
ク

　
引
受
は
、
必
ず
し
も
明
示
で
表
示
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
個
々

　
の
事
案
の
全
事
情
を
考
慮
し
て
市
町
村
と
私
人
の
明
示
・
黙
示

　
の
意
思
表
示
の
解
釈
に
よ
り
、
そ
の
有
無
が
決
定
さ
れ
る
。

（
3
2
）
　
向
雰
9
」
N
H
畠
9
ω
．
雪
声

（
3
3
）
く
o
日
一
．
声
－
甲
U
◎
巨
①
＼
買
∈
8
巨
『
一
貝
宰
墨
旨
彗
名
季

　
○
箒
弩
吻
－
彗
亘
彗
冒
①
q
竃
亨
①
o
昌
一
U
く
勇
」
湯
“
ω
－
宝
o
声

　
［
宝
o
］
一
声
－
雫
　
U
o
巨
p
　
】
）
庁
　
向
鼻
至
鼻
三
畠
　
痔
ω

　
α
箒
昌
婁
9
昌
｝
彗
篶
g
房
H
㊤
ミ
＼
富
一
z
－
奉
畠
轟
一
ω
』
o
．
o

　
［
O
。
旨
］
一
霊
旦
8
旨
ω
－
竃
－
一
ω
1
蜆
旨
ご
床
8
げ
9
＜
①
妻
＞
昌
テ

　
§
（
H
畠
－
）
一
ω
．
お
声
［
s
］
．

（
釧
）
参
照
、
最
高
裁
昭
和
五
六
年
一
月
二
七
日
判
決
民
集
三
五

　
巻
一
号
三
五
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
甲
南
大
学
教
授
）
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